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電子契約システムの試行運用開始について 

 

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、国土交通省大臣官房技術調査課より、公共工事・

コンサル業務における受発注者間の契約手続きを電子的に行う「電子契約シス

テム」の試行運用が、本年 8月から開始される旨の通知がありました。 

国土交通省では、本年 8 月以降に入札公告を実施する案件を対象として、今

年度は国土交通省全体で工事 100 件、コンサル業務 100 件程度の試行運用を予

定しております。 

また、試行運用に先立ちまして、本年 6月 22 日より操作習熟のためのＷＥＢ

チュートリアルの提供が予定されております。システム概要や運用スケジュー

ルなど詳細につきましては、別添資料をご参照ください。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会会員企業の皆様に周知賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 
 【添付資料】 
  ・電子契約システム概要説明資料 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

電子契約システム概要説明資料

平成３０年６月



プロセス システム

入札

契約～
請求

電子契約システム概要

１．概要

公共工事・コンサル業務に

おける受発注者間の契約手続

き（契約～請求）を電子的に

行うシステムであり、本年8

月から試行運用を開始。

２．参加府省
（※一部参加を含む）

・国土交通省

・農林水産省

・防衛省

・内閣府

（沖縄総合事務局）

電子入札システム（運用中）

契約

協議

（契約変更）

検査

請求・支払

１．契約締結

２．監督職員通知等

３．協議

４．契約変更

５．検査

６．支払請求

電子契約システム



電子契約システムの流れ

印印

印

電子契約

発注者 受注者

契約書（案） 電子署名

印印

印紙税
不要

必要時に参照

メール通知

保管コスト
不要

発注者で保管
（長期保管可能）

電子署名

インターネット

移動・郵送
不要

書類授受
時間短縮

実際の電子契約システム画面



国土交通省 運用スケジュール

平成30年度 平成31年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

運用再開
操作習熟
期間

システム改修
期間

試行運用
期間

３０年８月
試行運用開始

３１年２月～
システム改修のため
運用停止

H３１年夏頃 再開予定

○利用の事前準備
コアシステム対応認証局が発行するＩＣカードとカードリーダーが必要です。
（電子入札システムで利用しているＩＣカード、リーダーで利用可能）



（１）操作習熟期間（～試行運用開始まで）

・ＷＥＢチュートリアルの提供を実施
※チュートリアルページについては
6月22日以降、国土交通省ホームページよりアクセス可能

電子契約システムポータルサイト
■URL：https://www.gecs.mlit.go.jp/



（３）システム改修期間（平成３１年２月～）

・利便性向上のため、試行運用期間の結果を踏まえたシステム機能改善を実施

・当期間内は、電子契約システムは利用出来ず、紙での運用

（２）試行運用の実施（平成３０年８月～平成３１年１月）

・平成３０年８月以降に入札公告を実施する案件が対象

・実施件数は、国交省全体で工事１００件、コンサル１００件程度を予定

・他府省での実施については、各府省で設定

その後、平成３１年夏頃よりシステム再開



http://www.mlit.go.jp/

電子契約システム

国土交通省 ＨＰからのアクセス



現行法上、電子契約で取り交わされる電子ファイルには、印紙税は課税されません。

契約書の印紙税の取り扱いはどのようになるのか。

試行実施にかかるQ＆A

Ｑ

Ａ

平成３０年８月以降に入札公告を実施する案件となり、対象案件の入札公告
入札説明書へ試行対象である旨の記載をします。

試行対象案件はどの工事・業務になるのか。
Ｑ

Ａ

当該期間中の手続きについては、これまで同様紙での手続きとなります。

システム改修期間中（平成３１年２月～）の手続きについてはどのようになるのか。
Ｑ

Ａ


